第５章　特記事項
第１　栄典を授与することが不適当な者

１　概要

栄典は、その受章者が多くの人々から広く祝福されるものでなければならない。栄典の候補者として推薦される者はもとより功労を挙げた者ばかりであるが、栄典の受章に当たっては、過去に行った行為や置かれた社会的立場など、その者に関する全般にわたり他から非難されるものであってはならない。
このため、候補者又は候補者の関係する団体等が、次の①～⑬に該当する場合は、栄典の授与を差し控えることとされている。

ただし、罪を犯したり、社会的批判を浴びた者であっても、罪を償いその後に功労を挙げることもあること等を考慮すれば、①～⑬に該当する者についても、一律に栄典の対象から除外することは適当ではない。

そこで、①～⑬に該当する者については、候補者としての協議を受ける前に事前協議を受け、個々の事案ごとに、事案の重大性や社会的影響、事案発生からの経過年数等を総合的に勘案し、栄典を授与することの適否の検討を行っている。

したがって、適否の検討を行うに当たり、「事案の内容」、「事案と候補者の関係」、「事案における候補者の責任」等を明らかにする必要がある。

また、候補者として協議を受けた者であっても、その後発令までの間に①～⑬に掲げるような事案が新たに生ずる場合がある。このような事案については、国においてすべての事案を把握することが困難であるため、協議元においても候補者及び候補者に関係する団体等に関する動向を常に確認し、何らかの事案が生じた場合には、速やかに連絡することが肝要である。
1 刑罰を受けた場合

2 警察等の取り調べを受けた場合

3 所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合
4 独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

5 許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

6 訴訟が継続中である場合

7 不祥事等について報道があった場合

8 事故を起こした場合

9 懲戒処分を受けた場合

10 法人等の経営状態に問題がある場合

11 暴力団員等との関係が疑われる場合
12 破産宣告又は破産手続開始決定を受けた場合

13 その他栄典を授与することが不適当であると判断される場合
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